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朝日生命は相互会社です

1. 相互会社について

保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業

法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者と

なると同時に、「社員（構成員）」として会社の運営に参加するというものです。
（注）利率変動型積立保険の解約などにより、無配当保険である生活習慣病保険（返戻金なし型）のみの保険契約者となられた

場合には、以後、定款第9条第1項の定めにより、当社の社員とはなりません。したがって、この場合の保険契約者は、

保険金等の支払請求権や保険料の払込義務などの保険約款に定める保険契約に関する権利・義務のみを有し、総代の選出

に関する社員の権利、総代会の開催を請求する権利等の社員の権利を有しません。

（1）総代会について

○相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、何百万人もの社員に集まっ

ていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。

総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。

●報告事項……　・事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制

度運営報告

●決議事項……　・剰余金の処分　　　　　　　　・社員配当金の割当　　・定款の変更

・総代候補者選考委員の選任　　・評議員の選任　　　　・取締役、監査役の選任

○総代会における報告および決議についてお知らせしています。

●総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに

決議された主要な事項は、当社のホームページ（http://www.asahi-life.co.jp）に掲載して社員のみな
さまにお知らせしています。

○総代会を傍聴することができます。

●当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。

●毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ

（http://www.asahi-life.co.jp）に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただい
ております。

（2）総代の選出方法について

社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する

公告を当社のホームページ（http://www.asahi-life.co.jp）に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用
紙等を送付します。

社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信

任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の10分の1に満たない場合に、総代に選出され

ます。

総代の選考は、ひろく社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。

朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員（注）となり会社を構成する相互
会社です。
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ご契約のしおり80

（3）総代の定数および任期について

当社の総代の定数は150名、任期は4年で、2年ごとに半数の改選を行います。

（4）社員の権利・義務について

社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以

上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利とし

て、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。

また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。

2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について

当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。

（1）評議員会について

評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見、ご提言などを審議する機関です。

さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。

ご遠慮なくご意見・ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。

（2）ご契約者懇談会について

ご契約者懇談会は、ひろく全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する

諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご

理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。

この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。

ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、

ひろくご出席者を募集しています。

3. 基金の状況について

当社の「基金の総額（基金と基金償却積立金の合計額）」は1,660億円となっています。
（注）・「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出い

ただく資金です。

　　　基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定

を構成するものです。

　　・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金（こ

れを「基金償却積立金」といいます）を会社内部に積み立てることが定められています。




